
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方が透明な一対の基板と、該一対の基板間に配置された液晶層と、該液晶
層と前記一対の基板の少なくともどちらか一方の基板との間に配置された、周囲の液晶配
向規制方向と異なる方向の液晶配向規制方向を持つ閉領域を複数配置した液晶配向規制層
とを有する液晶表示素子において、
　前記閉領域の形状が、前記その周囲の液晶配向規制方向に沿って、頭尾の区別がつくも
のであることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項２】
　請求項１記載の液晶表示素子において、前記複数の閉領域の周囲の液晶配向規制方向が
互いに異なる、より上位階層の領域（ドメイン）を、さらに複数配置したことを特徴とす
る液晶表示素子。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の液晶表示素子において、前記異なる複数の方向の液晶配向規制処
理の少なくとも１つが、前記基板表面上に化学反応を与え得る光を直線偏光光として照射
する処理であることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項４】
　請求項１又は２記載の液晶表示素子において、前記異なる複数の方向の液晶配向規制処
理の少なくとも１つが、前記基板表面上に応力変形を与える微細な探針で走査する処理で
あることを特徴とする液晶表示素子。
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【請求項５】
　請求項１又は２記載の液晶表示素子において、前記異なる複数の方向の液晶配向規制処
理の少なくとも１つが、前記基板表面上に化学反応を与え得る光線で走査する処理である
ことを特徴とする液晶表示素子。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか一項記載の液晶表示素子において、前記液晶層が不斉分子を組成
成分として含有する液晶材料からなることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか一項記載の液晶表示素子において、前記一対の基板のそれぞれの
基板上に配置された、対となる透明電極を有することを特徴とする液晶表示素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示素子に係り、特に高透過率であり、かつ広視野角の液晶表示素子に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示素子は、ノート型コンピュータおよびデスクトップ型コンピュータ等のディス
プレイとして、その薄型省スペース・低消費電力特性を生かして用いられている。さらに
、近年の大画面液晶パネル製造技術の進歩により、従来ブラウン管が大勢を占めていたテ
レビ用のディスプレイとしても、液晶表示素子が用いられるようになっている。このよう
な液晶表示素子の大画面化に伴い、従来主に用いられてきたツイステッドネマチック（Ｔ
Ｎ）表示方式では不十分であった視野角特性を向上させるため、ＴＮ表示方式とは異なる
表示方式を用いた液晶表示素子が提案され、大型液晶テレビの表示方式としてＴＮ表示方
式に代わって用いられている。
【０００３】
　上記のような視野角特性を改善するための液晶表示素子の表示方式としては、例えば、
下記特許文献１に示されたインプレーンスイッチング（ＩＰＳ）表示方式や、下記特許文
献２に示されたマルチドメインバーチカルアライメント（ＭＶＡ）表示方式がある。
【特許文献１】特開平６－１６０８７８号公報
【特許文献２】特開平１１－２４２２２５号公報
【特許文献３】特開昭６３－１０６６２４号公報
【特許文献４】特開平８－３０４８２８号公報
【非特許文献１】ｄｅ　Ｂｏｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　’００，ＬＣＴ４－３．，ｐ．６９
【非特許文献２】Ｔ．Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ　’９５　Ｄｉｇｅｓｔ，４１－４，ｐ．８７７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記した２つの従来技術（ＩＰＳ方式およびＭＶＡ方式）の双方共に、
全白階調時の画素透過率（白透過率）がＴＮ表示方式に比べて低いという問題点がある事
が知られている。この白透過率は、特に液晶テレビ用途の液晶表示素子において、表示画
質の最も重要な要素の１つであるピーク表示輝度に直接関わる要素であり、長時間にわた
ってディスプレイを見続けることによる眼精疲労を考慮して輝度が必然的に上限値をもつ
、コンピユータ用のディスプレイと大きく異なる液晶テレビ用途の液晶表示素子における
大きな技術課題の一つである。
【０００５】
　上記の従来技術の内、ＩＰＳ方式がＴＮ方式に比べて白透過率が低い具体的な理由とし
ては、ＩＰＳ方式ではその名前の通り、基板面内の横電界成分を基板片面上に設けられた
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櫛歯電極に加えた電位差により発生させ、液晶分子の配向を変化させることにより黒－白
階調表示を行うために、（電位差が無く）横電界の発生しない電極上が白透過率に基本的
に寄与しないためである。
【０００６】
　他方のＭＶＡ方式がＴＮ方式に比べて白透過率が低い理由は、やはりその名前の通り、
一画素を液晶分子配向の異なる複数の画素ドメインに分割（一般的には４分割が用いられ
ている）して表示するため、分割したドメイン境界領域がやはり白透過率に寄与しないた
めである。この画素分割は、液晶の垂直配向を用いるＭＶＡ方式において視野角特性を向
上させるために原理的に必須のものであるために、上記のドメイン境界での白透過率低下
も避けられないものとなっている。
【０００７】
　前者のＩＰＳ方式ではＭＶＡ方式と異なり水平配向を用いるため、マルチドメイン化を
しなくても良好な視野角特性が得られるが、斜視時の色変化特性を改善するためには、や
はりマルチドメイン化（一般的に電極形状の工夫により２分割する方法が用いられている
）が必要となり、ＭＶＡ方式と同様にドメイン境界領域が白透過率低下の原因となる。
【０００８】
　一方で、例えば上記特許文献３に開示された、白透過率において優れたＴＮ方式をマル
チドメイン化することにより視野角特性を改善する提案も、ＩＰＳ方式あるいはＭＶＡ方
式の提案以前からあった。ＴＮ方式をマルチドメイン化する場合には、上述のＭＶＡ方式
において問題となったドメイン境界での白透過率低下を抑制することが可能であることが
、例えば、上記非特許文献１などによって報告されている。
【０００９】
　　しかし、このマルチドメインＴＮ方式は、現在までのところ実用化されていない。そ
の理由として、ＴＮ方式のマルチドメイン化はＭＶＡ方式等と異なり、液晶層を挟む基板
表面に設けられた配向制御層上での液晶分子配向状態（プレチルト）自身のマルチドメイ
ン化が必要なことから、著しく量産性が悪いことが挙げられる。提案されているＴＮ方式
における基板表面での液晶配向状態のマルチドメイン化の方法としては、例えば上記特許
文献３に開示された、表面配向処理としてラビング処理とレジストの塗布・パターン化・
剥離による複数回のマスクラビングを用いる方法や、例えば上記特許文献４に開示された
、光配向処理とマルチドメイン化のためのマスクパターンを組み合わせて複数回の光配向
処理を行うもの等であり、共に複雑な複数の追加工程が必要となる。特に、後者のマスク
光配向では、一般的な偏光紫外光照射による光配向においては、プレチルトを発生・制御
するためには、被照射基板に対して鉛直方向からと、同基板に対して斜め方向からの合計
２回の光照射を必要とすることから、例えばＭＶＡ方式と同じ４ドメイン画素を作るため
には、４種類のマスクを用いて８回の光照射が必要であることが指摘されている（例えば
、上記非特許文献２）。このような工程増以外にも、例えば前者のマスクラビングではレ
ジスト塗布・剥離に伴う液晶配向膜のダメージや汚染が考えられ、表示画質の劣化の原因
となる可能性がある。
【００１０】
　以上のように、従来技術においては、液晶テレビのような高い白透過率と広視野角特性
が必要となる用途において、それらを両立することが困難であった。
【００１１】
  本発明は、上記状況に鑑みて、より簡便に製造することができ、高画素透過率と広視野
角表示特性を両立した液晶テレビ用途に適した液晶表示素子を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記問題点を達成するために、
　〔１〕少なくとも一方が透明な一対の基板と、この一対の基板間に配置された液晶層と
、この液晶層と前記一対の基板の少なくともどちらか一方の基板との間に配置された、周
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囲の液晶配向規制方向と異なる方向の液晶配向規制方向を持つ閉領域を複数配置した液晶
配向規制層とを有する液晶表示素子において、前記閉領域の形状が、前記その周囲の液晶
配向規制方向に沿って、頭尾の区別がつくものであることを特徴とする。
【００１３】
　〔２〕上記〔１〕記載の液晶表示素子において、前記複数の閉領域の周囲の液晶配向規
制方向が互いに異なる、より上位階層の領域（ドメイン）を、さらに複数配置したことを
特徴とする。
【００１４】
　〔３〕上記〔１〕又は〔２〕記載の液晶表示素子において、前記異なる複数の方向の液
晶配向規制処理の少なくとも１つが、前記基板表面上に化学反応を与え得る光を直線偏光
光として照射する処理であることを特徴とする。
【００１５】
　〔４〕上記〔１〕又は〔２〕記載の液晶表示素子において、前記異なる複数の方向の液
晶配向規制処理の少なくとも１つが、前記基板表面上に応力変形を与える微細な探針で走
査する処理であることを特徴とする。
【００１６】
　〔５〕上記〔１〕又は〔２〕記載の液晶表示素子において、前記異なる複数の方向の液
晶配向規制処理の少なくとも１つが、前記基板表面上に化学反応を与え得る光線で走査す
る処理であることを特徴とする。
【００１７】
　〔６〕上記〔１〕～〔５〕の何れか一項記載の液晶表示素子において、前記液晶層が不
斉分子を組成成分として含有する液晶材料からなることを特徴とする。
【００１８】
　〔７〕上記〔１〕～〔６〕の何れか一項記載の液晶表示素子において、前記一対の基板
のそれぞれの基板上に配置された、対となる透明電極を有することを特徴とする。
【００１９】
　本発明は、上記目的を、ＴＮ方式のマルチドメイン化に必要とされる、配向制御層上で
の液晶分子配向状態（プレチルト）自身のマルチドメイン化を、工程数の増加や配向膜ダ
メージの問題のあるマスクラビングや単純な光配向以外の手段で達成する。
【００２０】
　さらに、本発明は、適切な２次元対称性を持つ配向パターンを付与した配向制御層を用
いることにより、結果として、ＴＮ方式の高画素透過率とマルチドメイン化による広視野
角表示特性を両立した液晶表示素子の提供を可能とする。
【００２１】
　以下、本発明の配向パターンを付与した配向制御層の作用について詳細に説明する。
【００２２】
　前述の配向制御層上での液晶分子配向状態（プレチルト）自身のマルチドメイン化を行
うためには、前提として配向制御層上で液晶分子のプレチルトが画素の場所毎に制御でき
なければならない。
【００２３】
　マスクラビング時のレジスト塗布・剥離によるダメージを避けるため光配向を用いると
、前述のように４分割ドメインを形成するためには現実的ではない多数の光照射回数およ
びマスクの枚数が必要となってしまう。これらを低減するためには、光配向において斜め
照射とは別の、工程数がより少ないプレチルトの生成・制御方法を見出す必要がある。こ
こで、マスク光配向によるマルチドメイン化のプロセスを考えると、マルチドメイン化の
ための領域分割フォトマスクが必然的に用いられる。この領域分割用のフォトマスクのパ
ターン自身を工夫することにより、領域分けとそれぞれの領域でのプレチルト制御が同時
に出来れば、照射工程低減の可能性がある。
【００２４】
　次に、配向制御層上での液晶分子のプレチルト生成自身のメカニズムを考えると、水平
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配向におけるチルトは、配向規制方向に沿った面内での頭尾の対称性の破れによって生じ
ると考えられる。このチルトを生む対称性の破れをもたらす物は基本的に何でも良く、例
えば、面内配向パターンの対称性の破れでも良いはずである。このことを確かめるために
行った原理実験について以下に説明する。
【００２５】
　本実験では、精密に制御された液晶配向パターンを、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用い
て、基板表面上に応力変形を与えることが可能な微細な探針により任意のパターンで走査
することによって作製した。
【００２６】
　この方法では、探針を一方向走査させるとチルトが発生するのに対し、対称な往復走査
ではチルトは生じない。実験では、後者の対称な往復走査により、特定の面内配向パター
ンを作製した。具体的には、配向制御層としてポリイミドを基板表面上に一様にスピンコ
ート、加熱、イミド化し、その後、ポリイミド表面を特定方向に沿ってＡＦＭ探針で一様
に対称往復走査した。ここまでのプロセスでは液晶分子はこのポリイミド配向制御層上で
、チルト０で一軸配向する。
【００２７】
　次に、上記ポリイミド表面上の適当な間隔の直交格子の格子点位置を中心に、図１に示
す同心状三角パターン（中心から頂点までの大きさは１μｍ）を探針で走査した（このよ
うに、同一領域をＡＦＭ探針で二重に等価走査して上書した場合には、最後の走査方向が
配向規制方向となる）。下地の一様な一軸配向とこの三角閉領域パターンの組み合わせパ
ターン全体を考えると、マクロな平均液晶配向規制方向は下地の探針走査方向となる。こ
のマクロな面内配向規制方向に沿ったこのパターンの対称性を考えると、頭尾の対称性が
破れていることが判る。したがって、図１の面内配向パターン１ではこの頭尾対称性の破
れによってプレチルトの発生が期待できる。
【００２８】
　次に、上記した図１の面内配向パターン１を、図２のように正方格子点に配置した基板
２を複数組作製し、２枚１組の基板２をパターンの方向性がアンチパラレルとなるように
上下組み合わせて空セルを作製し、ネマチック液晶（５ＣＢ）を封入した。この液晶セル
のチルトを、クリスタル・ローテーション法により測定した結果を図３に示す。この図３
において、横軸は配向パターン化を施した１００μｍの正方形領域の一辺あたりに配置し
た三角閉領域パターンの数、縦軸はチルト測定値の三倍の値である。
【００２９】
　この結果より、上記の対称性を適切に設定したパターンにより、ラビング処理と同等の
数度のプレチルトが付与できることが確認できた。
【００３０】
　上記の原理実験では液晶配向制御としてＡＦＭナノラビングを用いたが、同様の効果が
フォトマスクを用いた光配向による配向パターニングにおいても得られる。
【００３１】
　以上のように、マルチドメイン化のための領域分割用のフォトマスクのパターン自身に
その領域内の配向軸に沿って頭尾の対称性が破れたパターンを工夫することにより、領域
分けとそれぞれの領域でのプレチルト制御が同時に可能で、照射工程数およびフォトマス
ク数の低減を図ることができる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、マルチドメイン化による広視野角表示特性とＴＮ方式の高透過率を両
立した液晶テレビ用途に適した液晶表示素子をより簡便な製造工程により提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
  本発明の液晶表示素子は、少なくとも一方が透明な一対の基板と、この一対の基板間に
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配置された液晶層と、この液晶層と前記一対の基板の少なくともどちらか一方の基板との
間に配置された、異なる複数の液晶配向容易軸方向を持つ第１の階層の領域を前記基板面
内に複数配置した配向層と、前記第１の階層の領域内に、さらに該第１の階層の領域の液
晶配向容易軸方向と異なる方向の液晶配向容易軸方向を持つ第２の階層の領域を複数配置
した配向層とを有する。よって、簡便な製造方法により、マルチドメイン化による広視野
角表示特性とＴＮ方式の高透過率を両立させることができる。
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【実施例１】
【００３５】
  図４は本発明の第１実施例を示す液晶表示素子の構成を示す図である。
【００３６】
　この図において、１１は基板（ＳＵＢ１）、１２は基板（ＳＵＢ２）、１３は透明電極
（ＥＬ１）、１４は透明電極（ＥＬ２）、１５は配向層（ＡＬ１）、１６は配向層（ＡＬ
２）、１７は偏光板（ＰＯＬ１）、１８は偏光板（ＰＯＬ２）、１９は液晶配向規制方向
（ＡＬＤ１）、２０は液晶配向規制方向（ＡＬＤ２）、２１は液晶層（ＬＣＬ）である。
【００３７】
　ここで、基板１１（ＳＵＢ１），基板１２（ＳＵＢ２）として、厚みが１．１ｍｍで表
面を研磨した透明なガラス基板を２枚用いた。基板１１および１２上には、それぞれ透明
電極１３（ＥＬ１）および１４（ＥＬ２）を、ＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄ
ｅ）からなる透明導電層として形成した。次に、それぞれの基板１１，１２の透明電極１
３，１４上に、ジアミン化合物として、ジアゾベンゼン基を含有する〔化１〕と４，４‘
－ジアミノジフェニルメタンを等モル比で混入した物を用い、ピロメリット酸二無水物及
び／あるいは１，２，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物の酸無水物にポリ
アミック酸として合成し、基板１１，１２表面に塗布後、２００℃、３０分の焼成を行い
緻密な感光性膜を得た。ここで、感光性材料として、〔化１〕の代わりに〔化２〕、〔化
３〕を用いてもよい。これらの感光性膜はすべて、基板面に対してほぼ垂直方向から照射
された直線偏光方向と直交する方向にプレチルト角がほぼ０度の液晶分子の水平配向を誘
起する配向規制層（光配向膜）として機能する。
【００３８】
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
【００３９】
【化２】
　
　
　
　
【００４０】
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【化３】
　
　
　
　
　
　
　
　その後、水銀ランプを紫外光源として、ブリュスター角を利用した偏光素子により直線
偏光紫外光とした物を基板面に対してほぼ垂直に、図５（ａ）および（ｂ）に示すような
正方形のチェッカーボード様パターンの２種類のフォトマスク３１，３２（黒い部分が不
透過部分３１Ａ，３２Ａ）を介し、基板１１に１０ｍＷ／ｃｍ 2  の照射光強度で２回照射
した。なお、図５のフォトマスクの模式図において、各４分の１のドメイン（領域）に示
された１個の三角形は、図２に示すようにこのドメインに多数作製される三角閉領域パタ
ーンの向きを示すために代表として示したものであり、実際はこのような三角閉領域パタ
ーンがそれぞれのドメイン内に特定の密度で多数配置されている。
【００４１】
　上記の２回の直線偏光紫外光照射は、１回目は図５（ａ）のマスクを用いて、この図の
Ａ－Ａ′対角方向に直線偏光した紫外光を照射し、２回目は図５（ｂ）のマスクを用い、
直線偏光方向を９０度回転させ、図５（ｂ）のＢ－Ｂ′対角方向に直線偏光した紫外光を
照射する。これらの偏光紫外光照射は、それにより付与される液晶配向のプレチルト角が
略０度となるように、基板１１面に対して垂直入射とした。以上の２回の直線偏光紫外光
照射により、図５（ｃ）の円中に例示した拡大図のように、照射された直線偏光方向が三
角閉領域パターン内で背景と直交した照射パターンがそれぞれ異なる方向で各ドメインに
作製され、照射直線偏光と直交する方向に配向規制パターンを有する配向規制層１５（Ａ
Ｌ１）が結果的に得られた。得られた配向パターンの効果により、例えば、図５（ｃ）の
４分割されたドメイン４１～４４中の右下のドメイン４３では、円中の拡大図のような三
角閉領域パターン４０による頭尾対称性の破れにより液晶配向規制方向（矢印）４７で示
された方向にプレチルトが生じる（矢印は基板表面から液晶配向が起き上がっている方向
を表す）と考えられ、他の互いに面内配向が９０度異なる４分割ドメイン４１，４２，４
４でも、それぞれのドメイン４１，４２，４４での三角閉領域パターンの方向により図５
（ｃ）の液晶配向規制方向（矢印）４５，４６，４８でそれぞれ表された方向にプレチル
トが生じる。すなわち、ここに示された矢印の線分の方向が液晶配向規制方向（面内４５
、１３５、－１３５、－４５度方向）で、矢尻の付いた端が基板面から数度起き上がった
（チルトした）方になる。同様にして、対向側の基板１２表面上にも図６（ａ）、（ｂ）
に示すフォトマスク５１，５２（黒い部分が不透過部分５１Ａ，５２Ａ）を用いて、図６
（ｃ）に示すように、類似の４分割のドメイン６１～６４を有するパターン化光配向規制
層１６（ＡＬ２）を作製し、これらの一組の基板１１，１２を配向パターンが上から見て
図６（ｄ）になるように組み合わせることにより、４分割のドメインそれぞれにおいて上
下基板１１、１２間で略９０度液晶配向が捩れた、いわゆるＴＮ素子構成となるようにし
た。
【００４２】
　なお、図５，図６の分割方法および配向パターンは、この例に限らず、同様のプレチル
ト効果、マルチドメイン化による視野角拡大効果がある物であれば、本実施例と同じく本
発明の効果が得られる。
【００４３】
　次に、これらの２枚の基板１１，１２をそれぞれの液晶配向能を有する表面同士を相対
向させて、分散させた球形のポリマビーズからなるスペーサと周辺部のシール剤とを介在
させて、セルを組み立てた。
【００４４】
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　次いで、この液晶セルの基板１１，１２間に、メルク社製のネマチック液晶組成物ＺＬ
Ｉ－４５３５（誘電異方性Δεが正でその値が１４．８、屈折率異方性Δｎが０．０８６
５）２１を真空で注入し、紫外線硬化型樹脂からなる封止材で封止して液晶パネルを得た
。
【００４５】
　このとき液晶層２１の厚みは、上記のスペーサにより、液晶封入状態で６．４μｍとな
るように調整した。従って、本実施例の液晶表示素子のリタデーション（Δｎｄ）は、０
．５μｍとなる。
【００４６】
　次に、このパネルを２枚の偏光板１７（ＰＯＬ１），偏光板１８（ＰＯＬ２）（日東電
工社製Ｇ１２２０ＤＵ）で挾み、一方の偏光板１７（ＰＯＬ１）の偏光透過軸を上記の４
分割パターンの対角方向（Ａ－Ａ′あるいはＢ－Ｂ′）とほぼ並行とし、他方の偏光板１
８（ＰＯＬ２）をそれに直交させて配置した。
【００４７】
　その後、駆動回路、バックライトなどを接続し、液晶表示素子を得た。
【００４８】
　因みに、本実施例に用いた物と同一の配向規制層（配向膜）材料、プロセスを用い、同
じ紫外線照射条件で上記の４分割のうちの１つのドメインと同じ条件で基板全面に配向規
制層を形成した同一の１対の基板間に、上記と同じ液晶組成物ＺＬＩ－４５３５を封入し
て液晶セルを作製し、クリスタルローテーション法により、この液晶セルのプレチルトを
測定したところ約１度であった。
【００４９】
　この第１実施例の液晶表示素子はノーマリホワイト型ＴＮ表示素子構成であり、電圧無
印加時で高光透過状態（いわゆる白表示）が得られた。次に、透明電極１３（ＥＬ１）お
よび１４（ＥＬ２）間に周波数１ｋＨｚの５Ｖ pp交流電圧を加えることにより、十分な低
光透過状態（いわゆる黒表示）が得られた。ミノルタ社製の液晶視野角測定装置ＣＶ－１
０００を用いて、本実施例の液晶表示素子の視野角特性を測定したところ、上下１４０度
、左右１４０度の全域でコントラスト比が１０：１以上であり、かつ階調反転のない広視
野角特性が得られた。目視による画質検査においても、斜め方向から見ても表示色の大き
な変化も見られず、均一性の高い表示が得られた。顕微鏡による白表示時の画素観察にお
いても、ドメイン境界部の透過率低下は少なく、またその幅も小さく、高い白透過率が得
られた。
【００５０】
　以上の実施例のように、本発明によれば、従来技術において、例えば４分割ドメイン画
素を作るためには処理する基板当り８回の光照射が必要であったものが、２回の光照射で
良く、はるかに簡便に作製することが可能となる。
（比較例）
　次に、本発明の比較例について説明する。
【００５１】
　上記の第１実施例において、図５（ａ），（ｂ）および図６（ａ），（ｂ）のフォトマ
スクの代わりに、それぞれ図７（ａ）（ｂ）および図８（ａ），（ｂ）のフォトマスク９
１，９２、１０１，１０２を用いた以外は、第１実施例と同様にして液晶表示素子を作製
し、比較例とした。
【００５２】
　本比較例では、各々のドメイン１１１，１１２，１１３，１１４において作製される配
向パターンが、その平均配向方向に沿って頭尾対称なパターンとなっていることから、そ
れによる液晶配向も図８（ｃ）に示すようにプレチルトが略０の水平配向によるＴＮ配向
となる。
【００５３】
　したがって、本比較例の液晶表示素子では、電圧印加時には起き上がりのチルト方向が
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定まらないことから逆方向のチルトを持ったドメインが多数存在し、それらのドメイン境
界（リバースチルトドメイン）で光漏れが生じた、コントラスト等の表示品質の低い液晶
表示素子が得られた。また、電圧無印加時においても液晶配向の捩れ方向が逆のドメイン
（リバースツイストドメイン）が生じ、白透過率の低下を招いていた。
【実施例２】
【００５４】
　次に、本発明の第２実施例について説明する。
【００５５】
　配向パターン（図５）が形成された配向規制層が、一方の基板側にのみ形成されており
他方の基板側には配向規制層を無くし、さらに液晶材料にカイラルドーパントとしてメル
ク社製のＣＢ－１５を、組成物の螺旋ピッチ長がセルギャップの約１／４となるように組
成したものを用いた以外は第１実施例と同様にして液晶表示素子を作製し、第２実施例と
した。
【００５６】
　この場合には、カイラルドーパントの作用により、第１実施例と同じく上下基板間で電
界無印加時に液晶配向が略９０度となるＴＮ表示構成となること以外は、第１実施例と同
じ効果が得られることを確認した。
【００５７】
　この第２実施例においても、第１実施例と同様の視野角測定により、第１実施例とほぼ
同じ広視野角特性を持った均一性の高い表示が得られた。
【実施例３】
【００５８】
　次に、本発明の第３実施例について説明する。
【００５９】
　上記の第１実施例において、図５（ａ）（ｂ）および図６（ａ）（ｂ）の片側基板当り
２枚のフォトマスクを用いて２回の光照射を行った代わりに、図９（ａ），（ｂ），（ｃ
）および図９（ｄ），（ｅ），（ｆ）の、基板当りそれぞれ３枚のフォトマスク７１～７
３、８１～８３を用いて３回の光照射を行う以外は第１実施例と同様にして液晶表示素子
を作製し、第３実施例とした。
【００６０】
　光照射はそれぞれの基板において、図９（ａ），（ｂ），（ｃ）および（ｄ），（ｅ）
，（ｆ）の順にフォトマスクを用い、それぞれＡ－Ａ′，Ｂ－Ｂ′，Ａ－Ａ′の対角方向
に直線偏光紫外光を照射した。
【００６１】
　第１あるいは第２実施例においては光照射が基板当り２回で済むが、２回の光照射の際
のそれぞれのフォトマスクの合わせ精度が、それぞれの４分割ドメイン中に多数ある微小
な三角閉領域パターンのサイズ（略数～十数μｍ）のオーダーで必要になり、この合わせ
ずれによる不良が発生する可能性がある。
【００６２】
　第３実施例においては、片側基板当りのマスクおよび光照射回数が１つ増加するが、マ
スクの合わせ精度を、上記の微小な三角閉領域パターンのサイズのオーダーではなく、分
割ドメインのサイズのオーダー（略数十～百数十ミクロン）と大きく緩和させることが出
来る。
【００６３】
　本実施例においても、第１実施例と同様の視野角測定により、第１実施例とほぼ同じ広
視野角特性を持った均一性の高い表示が得られた。また、合わせずれ精度が緩和されたこ
とにより合わせずれ不良が低減された。
【００６４】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨にもとづいて種々
の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
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【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の原理実験に用いた素子の探針の走査パターンを示す模式図である。
【図２】本発明の原理実験に用いた素子の走査パターンの配置を示す図である。
【図３】本発明の原理実験に用いた素子のプレチルトの測定結果を示す図である。
【図４】本発明の第１実施例を示す液晶表示素子の構成を示す図である。
【図５】本発明の第１実施例に用いたフォトマスクおよびそれによって作製された配向パ
ターンを示す模式図である。
【図６】図５に対応する、本発明の第１実施例の対向基板側に用いたフォトマスクおよび
それによって作成された配向パターンを示す模式図である。
【図７】本発明の比較例に用いたフォトマスクおよびそれによって作製された配向パター
ンを示す模式図である。
【図８】図７に対応する、本発明の比較例の対向基板側に用いたフォトマスクおよびそれ
によって作製された配向パターンを示す模式図である。
【図９】本発明の第３実施例に用いたフォトマスクを示す模式図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１１　　基板（ＳＵＢ１）
　１２　　基板（ＳＵＢ２）
　１３　　透明電極（ＥＬ１）
　１４　　透明電極（ＥＬ２）
　１５　　配向規制層（ＡＬ１）
　１６　　配向規制層（ＡＬ２）
　１７　　偏光板（ＰＯＬ１）
　１８　　偏光板（ＰＯＬ２）
　１９　　液晶配向規制方向（ＡＬＤ１）
　２０　　液晶配向規制方向（ＡＬＤ２）
　２１　　液晶層（ＬＣＬ）
　３１，３２，５１，５２，７１～７３、８１～８３　　フォトマスク
　３１Ａ，３２Ａ，５１Ａ，５２Ａ　　フォトマスクの不透過部分
　４０　　三角閉領域パターン
　４１～４４，６１～６４　　ドメイン
　４５，４６，４７，４８　　液晶配向規制方向
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种比以前更容易制造的液晶显示元件，具有高像
素透射率和宽视角显示特性，并且适用于液晶电视。解决方案：液晶显
示元件具有一对基板，其中一个基板是透明的，液晶层布置在这对基板
之间，液晶对准限制层布置在液晶层和一对基板之间。基板和其中布置
具有与周向液晶排列限制方向不同的液晶排列限制方向的多个封闭区域
40的特征在于，封闭区域40的形状具有在周向液晶排列限制方向上不同
的头部和尾部。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/25bc71cc-459a-4959-9e02-a1ecf07c6f49
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034386135/publication/JP3662573B2?q=JP3662573B2

